












2024年の目標 
・医療計画と障害福祉計画を障害者権利条約の実施
という観点に依拠したものにしていく。 
・非自発的入院や不適切な身体拘束のゼロ化を報酬
誘導する仕組みを入れる。 
・認知症団体と連帯し精神科病院依存からの脱却に
向けたビジョンを示す。 

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年

法改正 施行 見直しの検討 法改正 見直しの検討 撤廃

医療計画 第8次（前期） 中間見直し 第8次（後期） 第9次

障害福祉計画 第6期 第7期 第8期 第9期

条約 勧告 第2回政府報告

障害福祉報酬 改定 改定 改定

介護保険報酬 改定 改定 改定

診療報酬 改定 改定 改定 改定 改定

医療介護確保 地域医療構想

認知症 新オレンジプラン

法改正・行政計画・報酬改定等のスケジュール早見表

（作成：全国「精神病」者集団）

2027年の目標 
・医療保護入院と措置入院の廃止。 
・精神保健福祉法廃止の足掛かりをつくる。 
・医療計画の中間見直しで非同意入院の縮減を入れる。 
・法改正は公布から3年後に見直す検討規定を入れる。 
 
2030年の目標 
・精神保健福祉法の廃止と一般医療への完全移行。 

8か年行動計画�



おまけ	

医療観察法は何故憲法違反か 
 
事実認定の裁判に当たる部分で起訴状1本主義ではなく職権主
義をとっている上に弁護士の権限を弱めている（名前も弁護人
ではなく付添人） 
つまり審判構造がそもそもの一般裁判とは違っているので、特
別裁判と見なせるから憲法76条2項：特別裁判所は、これを設
置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふこ
とができない。に違反しているから。	




